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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　◯長崎県吏員恩給条例等施行規則の一部を改正する規則� 職 員 厚 生 課

　◯長崎県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則� 障 害 福 祉 課

　◯長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則� 〃

◎　告　示

　・包括外部監査契約の締結� 総 務 文 書 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の指定（２件）� 障 害 福 祉 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の更新（２件）� 〃

　◯長崎県農林部関係補助金等交付要綱の一部改正� 農 政 課

　・道路の供用開始� 道 路 維 持 課

　・歳入の収納事務の委託� 学 芸 文 化 課

◎　公　告

　・土地改良区の役員の就退任（５件）� 農 村 整 備 課

　・測量の実施� 建 設 企 画 課

　・測量の終了� 〃

◎　選挙管理委員会告示

　・個人演説会等公営施設の指定� 選挙管理委員会書記室

・�令和４年２月20日執行の長崎県知事選挙における選挙運動に関する収入及び支出

の報告書の要旨の公表の一部訂正について� 〃

　長崎県吏員恩給条例等施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第27号

　　　長崎県吏員恩給条例等施行規則の一部を改正する規則

　長崎県吏員恩給条例等施行規則（昭和33年長崎県規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第12号書式中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和７年６月１日から施行する。

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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　長崎県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第28号

　　　長崎県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則

　長崎県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和54年長崎県規則第51号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（加入等の申込み）

第�３条　条例第５条第１項の規定による加入の申込みは、加

入等申込書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え

て、知事に提出して行うものとする。ただし、知事が長崎

県住民基本台帳法施行条例（平成14年長崎県条例第８号）

第４条の規定により本人確認情報を利用できるときは、第

１号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

　⑴　略

　⑵　所定の申込者（被保険者）告知書

　⑶　所定の障害証明書

　⑷　略

２�　条例第５条の３第１項に規定する口数追加の申込みは、

加入等申込書（様式第１号）に所定の申込者（被保険者）

告知書を添えて、知事に提出して行うものとする。

３及び４　略

　（年金の給付）

第�５条　条例第７条第１項の規定による年金の給付の請求

は、年金給付請求書（様式第８号）に次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、知事に提出し

て行うものとする。

　⑴　略

　⑵　加入者の重度障害により請求する場合

　　ア　所定の障害診断書

　　イ及びウ　略

２及び３　略

　（加入等の申込み）

第�３条　条例第５条第１項の規定による加入の申込みは、加

入等申込書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え

て、知事に提出して行うものとする。ただし、知事が長崎

県住民基本台帳法施行条例（平成14年長崎県条例第８号）

第４条の規定により本人確認情報を利用できるときは、第

１号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

　⑴　略

　⑵　申込者（被保険者）告知書（様式第２号）

　⑶　障害証明書（様式第３号）

　⑷　略

２�　条例第５条の３第１項に規定する口数追加の申込みは、

加入等申込書（様式第１号）に申込者（被保険者）告知書

（様式第２号）を添えて、知事に提出して行うものとす

る。

３及び４　略

　（年金の給付）

第�５条　条例第７条第１項の規定による年金の給付の請求

は、年金給付請求書（様式第８号）に次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、知事に提出し

て行うものとする。

　⑴　略

　⑵　加入者の重度障害により請求する場合

　　ア　障害診断書（様式第10号）

　　イ及びウ　略

２及び３　略

　様式第２号及び様式第３号を次のように改める。

　様式第２号及び様式第３号　削除

　様式第10号を次のように改める。

　様式第10号　削除

　様式第12号中「懲役又は禁固の刑」を「拘禁刑」に改める。

　様式第28号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。

　様式第29号中「平成」を削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第12号及び様式第28号の改正規定は、令和７年６月１日か

ら施行する。

　長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第29号

　　　長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

　長崎県身体障害者福祉法施行細則（平成15年長崎県規則第13号の３）の一部を次のように改正する。



令和７年５月２日　金曜日� 第11412号長 崎 県 公 報

─ 655 ─

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　改正後 改正前

　（医師の指定に係る同意書）

第�３条　施行令第３条第１項に規定する同意は、同意書（様

式第１号）によるものとする。

　（掲示）

第�４条　法第15条第１項の規定により知事の指定を受けた医

師は、その旨を見やすい方法により掲示するものとする。

　（身体障害者手帳の申請）

第�５条　法第15条第１項の規定による身体障害者手帳の交付

の申請は、身体障害者交付申請書（様式第２号）によるも

のとする。

２�　前項の申請書には、施行規則第２条第１項各号に掲げる

書類を添付するものとし、同項第１号及び第２号に規定す

る書類は、様式第３号によるものとする。

　（居住地等変更届書等）

第�６条　施行令第９条第２項及び第４項の規定による届出

は、それぞれ身体障害者手帳変更届（様式第４号）及び身

体障害者手帳県外転入届（様式第５号）によるものとす

る。

２�　施行令第９条第６項の規定による通知は、身体障害者手

帳居住地変更通知書（様式第６号）によるものとする。

　（身体障害者手帳再交付申請書等）

第�７条　施行規則第７条第１項の規定による身体障害者手帳

の再交付の申請は、身体障害者手帳交付申請書（様式第２

号）によるものとする。

２　略

３�　施行規則第８条第１項の規定による身体障害者手帳の再

交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書（様式第７

号）によるものとする。

　（身体障害者手帳の返還届等）

第�８条　法第16条第１項並びに施行規則第７条第２項及び第

８条第２項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障

害者手帳返還届（様式第８号）によるものとする。

　（手帳交付申請の却下の通知）

第�９条　法第15条第５項の規定による通知は、却下決定通知

書（様式第９号）によるものとする。

　（身体障害者更生指導記録票）

第�10条　知事は、施行令第９条第６項の規定による居住地の

変更の通知を受けたときは、速やかにその者の身体障害者

更生指導記録票（様式第10号）を作成し、これを新居住地

の都道府県知事に送付するものとする。

　（判定依頼書受理簿）

第�11条　法第11条第１項の規定により設置されている身体障

害者更生相談所（以下「更生相談所」という。）の長は、

判定依頼書受理簿（様式第11号）を備えなければならな

い。

　（相談記録票）

第�12条　更生相談所が法第11条第２項及び第３項の規定によ

る業務を行ったときは、相談記録票（様式第12号）を作成

し、保存しておかなければならない。

　（身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出）

第�13条　法第26条第１項及び第２項並びに第３項の規定によ

　（医師の指定に係る同意書）

第�３条　施行令第３条第１項に規定する同意は、書面（様式

第１号）によるものとする。

　（標示）

第�４条　法第15条第１項の規定により知事の指定を受けた医

師（以下「指定医」という。）は、標示（様式第２号）を

その見やすい場所に掲示しなければならない。

　（身体障害者手帳の申請）

第�５条　法第15条第１項の規定による身体障害者手帳の交付

の申請は、身体障害者交付申請書（様式第３号）によるも

のとする。

２�　前項の申請書には、施行規則第２条第１項各号に掲げる

書類を添付するものとし、同項第１号及び第２号に規定す

る書類は、様式第４号によるものとする。

　（居住地等変更届書等）

第�６条　施行令第９条第２項及び第４項の規定による届出

は、それぞれ身体障害者手帳変更届（様式第５号）及び身

体障害者手帳県外転入届（様式第６号）によるものとす

る。

２�　施行令第９条第６項の規定による通知は、身体障害者手

帳居住地変更通知書（様式第７号）によるものとする。

　（身体障害者手帳再交付申請書等）

第�７条　施行規則第７条第１項の規定による身体障害者手帳

の再交付の申請は、身体障害者手帳交付申請書（様式第３

号）によるものとする。

２　略

３�　施行規則第８条第１項の規定による身体障害者手帳の再

交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書（様式第８

号）によるものとする。

　（身体障害者手帳の返還届等）

第�８条　法第16条第１項並びに施行規則第７条第２項及び第

８条第２項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障

害者手帳返還届（様式第９号）によるものとする。

　（手帳交付申請の却下の通知）

第�９条　法第15条第５項の規定による通知は、却下決定通知

書（様式第10号）によるものとする。

　（身体障害者更生指導記録票）

第�10条　知事は、施行令第９条第６項の規定による居住地の

変更の通知を受けたときは、速やかにその者の身体障害者

更生指導記録票（様式第11号）を作成し、これを新居住地

の都道府県知事に送付するものとする。

　（判定依頼書受理簿）

第�11条　法第11条第１項の規定により設置されている身体障

害者更生相談所（以下「更生相談所」という。）の長は、

判定依頼書受理簿（様式第12号）を備えなければならな

い。

　（相談記録票）

第�12条　更生相談所が法第11条第２項及び第３項の規定によ

る業務を行ったときは、相談記録票（様式第13号）を作成

し、保存しておかなければならない。

　（身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出）

第�13条　法第26条第１項及び第２項並びに第３項の規定によ
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　�る届出は、それぞれ身体障害者生活訓練等事業等開始・変

更届（様式第13号）及び身体障害者生活訓練等事業等廃

止・休止届（様式第14号）によるものとする。

　�る届出は、それぞれ身体障害者生活訓練等事業等開始・変

更届（様式第14号）及び身体障害者生活訓練等事業等廃

止・休止届（様式第15号）によるものとする。

　様式第２号を削り、様式第３号を様式第２号とし、様式第４号から様式第15号までを１様式ずつ繰り上げる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

長崎県告示第266号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定に基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結

したので、同条第６項の規定に基づき告示する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　契約の期間の始期

　　令和７年４月１日

２　監査に要する費用の額の算定方法

　�　契約で定める基本費用の額並びに実績に基づく執務費用及び実費の額を合算した金額。ただし、契約で規定

する額を限度とする。

３　契約を締結した相手方の氏名及び住所

　　氏名　青野　悠

　　住所　長崎県長崎市富士見町17番３－１号

４　監査に要する費用の支払方法

　　契約の定めるところによる。

長崎県告示第267号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定した。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

はくあい堂東そのぎインター薬局 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷420-１ 令和７年５月１日

サンドラッグ諫早薬局 諫早市永昌町11-16 令和７年５月１日

長崎県告示第268号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（訪問看護）として次のとおり指定し

た。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

訪問看護ステーション結絆 諫早市山川町１番４-４ 令和７年４月１日

　　　　告　　　　　示
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長崎県告示第269号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定を更新

した。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

銅座町コクミン薬局 長崎市銅座町５-７　サイノオビル１階 令和７年５月１日

井手薬局　松浦店 佐世保市松浦町２-９ 令和７年５月１日

さわせ薬局　松浦公園店 佐世保市常盤町７-13-１Ｆ 令和７年５月１日

長崎県告示第270号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（病院又は診療所）として次のとおり

指定を更新した。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　��

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

医療法人　厚生会　みちのおメンタルクリ

ニック
長崎市松山町３番94号　松屋ビル４階 令和７年５月１日

医療法人　清潮会　さんクリニック 長崎市新地町８番16号　ミナトパークビル４Ｆ 令和７年５月１日

安中外科・脳神経外科医院 長崎市丸山町２番６号 令和７年５月１日

長崎県告示第271号

　長崎県農林部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第460号の12）の一部を次のように改正し、令和７

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

　１　農政課関係

別表（第２条関係）

　１　農政課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１　略 １　略

２ 担い手

確保・

経営強

化支援

事業費

補助金

経営構

造の転

換・経

営発展

を図ろ

うとす

る担い

手等に

次に掲げる事業

に要する経費

１�　融資主体型

補助事業

２�　地域農業構

造転換支援対

策補助事業

３�　追加的信用

略 ２ 担い手

確保・

経営強

化支援

事業費

補助金

適切な

人・農

地プラ

ンに基

づき、

農地中

間管理

機構を

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　融資主体型

補助事業

⑵�　追加的信用

供与補助事業

略
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対し、

必要な

農業用

機械等

の導入

を支援

する。

　供与補助事業 活用し

て農地

の集積

化又は

集約化

に取り

組む地

域の中

心経営

体等が

経営規

模の拡

大等に

取り組

む際に

必要と

なる農

業用機

械等の

導入を

支援す

る。

３　略 ３　略

４ 長崎県

農地利

用効率

化等支

援交付

金

担い手

の経営

発展を

推進す

るため

、必要

な農業

用機械

及び施

設の導

入を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　融資主体支

援タイプ

　⑴�　融資主体

型補助事業

　⑵�　追加的信

用供与補助

事業

２�　地域農業構

造転換支援タ

イプ

３�　被災農業者

支援タイプ

　⑴�　融資等活

用型補助事

業

　⑵�　追加的信

用供与補助

事業

４�　条件不利地

域支援タイプ

略 ４ 長崎県

農地利

用効率

化等支

援交付

金

担い手

の経営

発展を

推進す

るため

、必要

な農業

用機械

及び施

設の導

入を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　融資主体支

援タイプ（先

進的農業経営

確立支援タイ

プを含む）

　⑴�　融資主体

型補助事業

　⑵�　追加的信

用供与補助

事業

２�　被災農業者

支援タイプ

　⑴�　融資等活

用型補助事

業

　⑵�　追加的信

用供与補助

事業

３�　条件不利地

域支援タイプ

略

１～10　略 １～10　略

７ 新基本

計画実

装・農

業構造

転換支

援事業

補助金

農業の

構造転

換の実

現に向

け、地

域農業

を支え

る老朽

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　共同利用施

設 の 再 編 集

約・合理化

⑵�　再編集約・

合理化のさら

なる加速化

予算の範囲

内で知事が

別に定める

基 準 に よ

る。

市町等
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化した

共同利

用施設

の再編

集約・

合理化

に取り

組む産

地を支

援する

。

⑶　附帯事務費

　２　農業イノベーション推進室関係 　２　農業イノベーション推進室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１及び２　略 １及び２　略

３ 長崎県

GA P認

証取得

支援事

業費補

助金

農業教

育機関

による

GA Pの

認証の

取得、

維持・

更新及

び環境

負荷低

減の取

組を実

施する

農業者

団体に

よ る

GA Pの

団体認

証の取

得を支

援する

。

農業者等がGAP

認証を取得する

ために要する経

費

10分 の10

（ただし、

別に定める

補助金額の

上限の範囲

内とする。）

農業者

の組織

する団

体（代

表者の

定めが

あり、

かつ、

組織及

び運営

につい

ての規

約の定

めのあ

る団体

に限る

。）、農

業の専

門学科

を有す

る教育

機関及

びその

他県が

支援の

対象と

するこ

とが適

当と認

める者

３～５　略 ４～６　略

６ ながさ

き農林

業グリ

ーン化

総合対

策事業

費補助

金

国のみ

どりの

食料シ

ステム

戦略及

び県み

どり基

本計画

次に掲げる事業

に要する経費

１�　化学農薬、

化学肥料及び

燃油の使用量

の低減に資す

る機械等の導

入に要する経

３分の１以

内

市町 ７ ながさ

き農林

業グリ

ーン化

総合対

策事業

費補助

金

国のみ

どりの

食料シ

ステム

戦略及

び県み

どり基

本計画

次に掲げる事業

に要する経費

１�　化学農薬、

化学肥料及び

燃油の使用量

の低減に資す

る機械等の導

入に要する経

３分の１以

内

県みど

り計画

認定農

業者
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の達成

に向け

、化学

農薬、

化学肥

料及び

燃油の

使用量

の低減

に資す

る機械

等の導

入を支

援する

。

　費 の達成

に向け

、化学

農薬、

化学肥

料及び

燃油の

使用量

の低減

に資す

る機械

等の導

入を支

援する

。

　費

７　略 ８　略

　３　農山村振興課関係 　３　農山村振興課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～10　略 １～10　略

11 長崎県

農山村

地域ビ

ジネス

向上支

援事業

費補助

金

農山村

集落の

維持・

発展を

目指し

、地域

ビジネ

スの拠

点につ

ながる

取組を

支援す

る。

経営基盤強化及

び地域貢献の取

組に向けた計画

に沿って実施す

る取組に要する

経費

⑴�　生産・出荷

に関する取組

⑵�　販売・流通

に関する取組

⑶�　地域の活性

化に関する取

組

定額（ただ

し、１事業

体当たり限

度 額1,000

千 円 と す

る。）

経営基

盤強化

及び地

域貢献

の取組

に向け

た計画

を策定

した農

業者が

組織す

る団体

、農業

協同組

合、民

間事業

者及び

公社

11 長崎県

農山村

地域ビ

ジネス

向上支

援事業

費補助

金

農山村

集落の

維持・

発展を

目指し

、地域

ビジネ

スの拠

点につ

ながる

取組を

支援す

る。

経営基盤強化及

び地域貢献の取

組に向けた計画

に沿って実施す

る取組に要する

経費

⑴�　生産・出荷

に関する取組

⑵�　販売・流通

に関する取組

⑶�　地域の活性

化に関する取

組

定額（ただ

し、１事業

体当たり限

度 額500千

円とする。）

経営基

盤強化

及び地

域貢献

の取組

に向け

た計画

を策定

した農

業者が

組織す

る団体

、農業

協同組

合、民

間事業

者及び

公社（

運営す

る直売

所の直

近の売

上額が

30,000

千円以

上100,

0 0 0千

円未満

の事業

実施主

体に限

る。）

12 長崎県

所有者

不明農

所有者

不明農

地対策

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　所有者不明

定額 一般社

団法人

長崎県
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地対策

事業費

補助金

を実施

するこ

とで、

地域計

画の実

現及び

農地の

集積・

集約の

取組の

加速化

を推進

する。

　�農地対策企画

員の設置

⑵�　支援地域の

指定及びロー

ドマップの提

示

⑶�　所有者不明

農地の解消に

向けた取組の

牽引

⑷�　所有者不明

農地の解消の

取組事例の作

成、情報発信

農業会

議

　５　農業経営課関係 　５　農業経営課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１　略 １　略

２ 長崎県

農業経

営・就

農支援

センタ

ー事業

費補助

金

略 ２ 長崎県

青年農

業者等

育成セ

ンター

事業費

補助金

略

３～15　略 ３～15　略

16 長崎県

農地集

積・集

約化対

策事業

費補助

金

農地中

間管理

機構に

よる担

い手へ

の農地

集積及

び集約

化を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　借受農地管

理等事業

⑵�　農地中間管

理機構運営事

業

⑶�　遊休農地解

消対策事業

⑷�　農地売買等

支援事業

⑸�　機構集積協

力金交付事業

定額 公益財

団法人

長崎県

農業振

興公社

、市町

16 長崎県

農地集

積・集

約化対

策事業

費補助

金

農地中

間管理

機構に

よる担

い手へ

の農地

集積及

び集約

化を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　借受農地管

理等事業

⑵�　農地中間管

理機構運営事

業

⑶�　遊休農地解

消緊急対策事

業

⑷�　農地売買等

支援事業

⑸�　機構集積協

力金交付事業

定額

⑴～⑷

　�公益

財団

法人

長崎

県農

業振

興公

社

⑸�　市

町

17～22　略 17～22　略

23 長崎県

新規就

農者誘

致環境

整備事

業費補

助金

複数機

関が協

働した

効果的

な誘致

・支援

体制の

構築、

誘致の

実践、

就農前

後の者

次に掲げる事業

に要する経費

１�　新規就農者

の誘致体制の

整備

２�　研修農場の

整備

１　定額

２�　２分の

１以内

市町、

協議会

等、民

間団体

23 長崎県

サポー

ト体制

構築事

業費補

助金

地域に

おける

社会人

向けの

農業研

修の実

施、就

農相談

体制の

整備、

先輩農

業者等

次に掲げる事業

に要する経費

１�　就農相談体

制の整備

２�　先輩農業者

等による技術

面等のサポー

ト

３�　研修農場の

整備

４�　社会人向け

の農業研修の

１�～３　２

分の１以

内

４　定額

市町、

協議会

等、民

間団体
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に対す

るトー

タルサ

ポート

活動、

そして

、主に

就農希

望者を

対象と

した実

践的な

研修農

場や就

農に適

した農

地の整

備等に

ついて

、一体

的に支

援する

ことに

より、

将来の

受け手

が位置

付けら

れてい

ない農

地等に

就農希

望者を

誘致し

、新規

就農者

として

定着を

図る。

による

新規就

農者へ

の技術

面等の

サポー

ト及び

就農希

望者を

対象と

した実

践的な

研修農

場の整

備を支

援する

。

　実施

24　略 24　略

25 集落営

農連携

等強化

促進事

業費補

助金

集落営

農のビ

ジョン

づくり

への支

援及び

具体的

な取組

の実行

等を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　市町村サポ

ート活動

⑵�　集落ビジョ

ンの策定

⑶�　集落ビジョ

ンの実現に向

けた取組

⑷�　共同利用機

械等の導入

⑴�～⑶　定

額

⑷�　２分の

１以内

市町

26 特定技

能外国

農業現

場の労

特定技能外国人

材の受入れに必

２分の１以

内

農業協

同組合
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人材受

入環境

整備事

業費補

助金

働力確

保及び

特定技

能外国

人材の

受入れ

拡大の

ため、

特定技

能外国

人材の

受入れ

に必要

な住環

境整備

を支援

する。

要な家電等の住

環境整備に要す

る経費

ただし、１

事業主体当

たり20万円

以内

又は農

業法人

27 ながさ

き農業

支援サ

ービス

事業導

入総合

サポー

ト緊急

対策事

業費補

助金

農業支

援サー

ビス事

業体の

新規事

業立ち

上げ当

初のビ

ジネス

確立に

向け、

ニーズ

調査、

サービ

ス提供

の試行

・改良

等のほ

か、サ

ービス

の提供

に必要

な農業

用機械

等の導

入を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　ながさき農

業支援サービ

ス事業育成対

策

　⑴�　サービス

事業のニー

ズ調査に要

する経費

　⑵�　サービス

事業の実施

に当たって

必要な機械

レンタル・

改修、デー

タ収集等に

要する経費

　⑶�　サービス

事業を企画

・運営する

専門人材の

育成に要す

る経費

　⑷�　その他サ

ービス事業

の育成・普

及に資する

取組に要す

る経費

２�　ながさきス

マート農業機

械等導入支援

　⑴�　農業支援

サービス事

業体がサー

ビスを提供

するために

１�　 定 額

（ 上 限

1,500万

円）

２�　２分の

１ 以 内

（ 上 限

1,500万

円、ただ

しスマー

ト農業機

械を導入

長崎県

内で農

業支援

サービ

ス事業

を提供

する事

業体
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　　�必要なスマ

ート農業機

械等の購入

・リース導

入に要する

経費

　�する場合

は 上 限

3,000万

円）

　６　農産園芸課関係 　６　農産園芸課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～７　略 １～７　略

８ 全国ト

ップ産

地強化

支援事

業費補

助金

長崎県

農業を

けん引

する全

国トッ

プクラ

スの園

芸産地

が行う

ブラン

ド力向

上及び

生産量

の増加

につな

がる施

設等を

整備す

る。

ブランド力向上

及び生産量の

増加に直結する

施設の導入に要

する経費。ただ

し、補助対象経

費の基準は知事

が別に定める。

15パーセン

ト以内。た

だし、事業

主体負担率

未 満、 か

つ、１億円

を限度とす

る。

市町

８～10　略 ９～11　略

12 ながさ

き野菜

新産地

確立対

策事業

費補助

金

実需者

ニーズ

に対応

し、地

域の特

性を活

かした

新産地

確立の

取組に

対し支

援する

。

実証ほの設置、

技術研修会、販

売促進等に要す

る経費

２分の１以

内

全国農

業協同

組合連

合会長

崎県本

部

11及び12　略 13及び14　略

15 水田農

業園芸

作物・

産地拡

大推進

事業費

補助金

水田へ

の園芸

作物導

入に取

り組む

集落の

話し合

いや栽

培技術

確立等

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　園芸作物導

入支援事業

⑵�　重点推進地

区プラン策定

支援事業

⑴　定額

⑵　定額

長崎県

農業再

生協議

会
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の取組

を支援

する。

13～15　略 16～18　略

19 野菜産

地力ア

ップチ

ャレン

ジ事業

費補助

金

実需者

ニーズ

を踏ま

えた野

菜の付

加価値

向上及

び輸送

コスト

低減を

図る産

地に対

し、実

需者の

探索及

び新生

産方式

の実証

等の取

組を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　産地計画・

ロードマップ

策定

　⑴�　アドバイ

ザー招聘等

２�　新生産方式

の実証、技術

習得

　⑴�　資材、機

器借上料等

３�　新生産方式

導入に係る資

機材導入

　⑴�　２の導入

支援

４�　経営・販売

試験

　⑴　輸送試験

　⑵　品質試験

１、２及び

４　定額

３�　２分の

１以内

農業者

が組織

する団

体及び

農業法

人

16 農業資

材価格

高騰対

策緊急

支援事

業費補

助金

燃油や

肥料の

使用量

低減に

資する

資機材

の導入

を支援

すると

ともに

、就農

や経営

強化に

係る投

資負担

の軽減

を図る

ため、

既存ハ

ウスの

長寿命

化や遊

休ハウ

スの活

用を支

援する

。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　燃油価格高

騰対策

２�　肥料価格高

騰対策

３�　資材価格高

騰対策

１�及び２　

２分の１

以内

３�　３分の

１以内

略 20 農業資

材価格

高騰対

策緊急

支援事

業費補

助金

燃油・

肥料価

格の高

騰に影

響を受

けにく

い生産

体制を

緊急的

に整備

するた

め、農

業資材

（燃油

・肥料

等）の

使用量

の低減

に資す

る機器

及び資

材等の

導入を

支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　燃油価格高

騰対策

２�　肥料価格高

騰対策

２分の１以

内

略

17及び18　略 21及び22　略
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23 寒波等

農作物

被害か

らの生

産回復

等実証

事業費

補助金

令和５

年１月

に発生

した強

烈な寒

波によ

る被災

農業者

の農業

経営継

続のた

め、国

の「寒

波等に

よる農

作物等

の被害

からの

早期の

生産回

復・営

農再開

に向け

た対策

に係る

実証事

業」を

実施し

、早期

の営農

再開及

び今後

の被害

防止を

図る。

次に掲げる実証

に要する経費

⑴�　生産資材の

購入

⑵�　追加的に実

施した施肥・

防除、果実保

護等の取組

⑴�　２分の

１以内

⑵�　10a当

たり定額

（野菜：

10a当 た

り11,000

円以内、

果樹及び

ばれいし

ょ：10a

当 た り

10,000円

以内）

農業者

の組織

する団

体

農業協

同組合

農業者

農業法

人等

24 降雹被

害から

の早期

生産回

復緊急

対策事

業費補

助金

令和５

年10月

の降雹

被害を

受けた

農作物

（みか

ん・中

晩柑、

野菜・

いも類

）につ

いて、

その後

の樹（

草）勢

回復に

よる生

産維持

生産回復・営農

再開に向けた取

組に要する経費

１�　みかん・中

晩柑

　⑴�　被害減収

率が30％以

上の圃場

　⑵�　被害減収

率が30％未

満の圃場

２�　野菜・いも

類

　⑴�　被害減収

率が30％以

上の圃場

　⑵�　被害減収

率が30％未

満の圃場

１の⑴

　�10aあ た

り20,000

円

１の⑵

　�10aあ た

り3,000

円

２の⑴及び

⑵�　 1 0 a

あ た り

3,000円

市町、

農業協

同組合

、農業

者又は

農業者

が組織

する団

体
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を図る

。

19　略 25　略

20 長崎県

持続的

畑作生

産体制

確立緊

急支援

事業費

補助金

病害の

抑制及

び需要

に応じ

た生産

拡大の

両立、

種ばれ

いしょ

の供給

力の強

化、労

働負担

の軽減

、新た

な需要

の拡大

に向け

た取組

等を支

援し、

畑作産

地の持

続的発

展の推

進を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　畑作物生産

性向上に要す

る経費

２�　畑作物産地

生産体制・強

化整備に要す

る経費

予算の範囲

内で知事が

別に定める

基 準 に よ

る。

市町・

農業者

の組織

する団

体等

26 長崎県

持続的

畑作生

産体制

確立緊

急支援

事業費

補助金

病害の

抑制及

び需要

に応じ

た生産

拡大の

両立、

種ばれ

いしょ

の供給

力の強

化、労

働負担

の軽減

、新た

な需要

の拡大

に向け

た取組

等を支

援し、

畑作産

地の持

続的発

展の推

進を図

る。

次に掲げる事業

に要する経費

１�　 種 ば れ い

しょの新産地

形成支援事業

　⑴�　種ばれい

しょ産地の

形成

　⑵�　種ばれい

しょ生産の

開始

　⑶�　農業機械

等の導入

２�　ばれいしょ

産地モデル育

成推進事業

　⑴�　 ば れ い

しょ産地モ

デルの育成

　⑵�　農業機械

等の導入

３�　 種 ば れ い

しょ・ばれい

しょ保管施設

等整備事業

　⑴�　種ばれい

しょ保管施

設の整備

　⑵�　 ば れ い

しょ保管施

設等の整備

　⑶�　高温対策

施設の整備

１の⑴

　�10/10以

内

１の⑵

　�10aあ た

り20,000

円

１の⑶

　�２分の１

以内

２の⑴

　�10/10以

内

２の⑵

　�２分の１

以内

３�　２分の

１以内

１及び

２�　市

　町等

３�　農

業者

の組

織す

る団

体等

21及び22　略 27及び28　略

23 未来へ

つなぐ

樹園地

・技術

継承支

援事業

費補助

金

果樹栽

培の新

規就農

者が就

農直後

から収

益性の

ある樹

園地を

確保し

、継承

樹園地

に合わ

せた管

理技術

の習得

を支援

する。

⑴�　継承樹園地

整備支援

　�　継承予定樹

園地を新規就

農者に継承す

るまで、健全

に維持するた

めに要する経

費

⑵�　技術継承ア

ドバイザー支

援

　�　継承樹園地

の所有者等を

アドバイザー

とした研修に

要する経費

⑴　定額

　�1 0 a あ

た り

100,000

円

⑵　定額

　�１ か 月

あ た り

10,000円

農業協

同組合

、農業

法人、

協議会

等
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24 ながさ

き農業

気候変

動総合

対策事

業費補

助金

気候変

動によ

る影響

に対応

してい

くため

の品種

や技術

等につ

いて、

調査・

開発・

実証・

普及を

一貫し

て行い

、各産

地に安

定した

生産・

出荷体

制を早

急に構

築し、

気候変

動に強

い産地

づくり

を推進

する。

気候変動に強い

産地づくり支援

事業

⑴�　高温対策資

機材の導入に

係る経費

　ア�　園芸品目

の高温対策

資機材の導

入

　イ�　畜産品目

の暑熱対策

資機材の導

入

　ウ�　高耐暑性

種雄牛の精

液利用

　エ�　高耐暑性

雌牛の導入

⑵�　大雨・長雨

対策資機材の

導入に係る経

費

⑶�　低温・凍霜

害対策資機材

の導入に係る

経費

⑴�のア　３

分の１以

内又は２

　�分の１以

内

⑴�のイ　３

分の１以

内

⑴�のウ　２

分の１以

内

　�ただし１

頭あたり

10,000円

以内

⑴�のエ　定

額

　�１頭あた

り50,000

円

⑵�及び⑶　

３分の１

以内又は

２分の１

以内

市町等

　８　畜産課関係 　８　畜産課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１ 家畜導

入事業

費補助

金

優良な

肉用牛

の増殖

を促進

する。

次に掲げる肉用

牛の導入に要す

る経費

⑴�　肉用繁殖雌

牛群の整備及

び増殖に意欲

を有する者に

対し、農業協

同組合等が肉

用優良繁殖雌

牛の購入等を

行い、対象農

家へ貸し付け

る事業

⑴�　補助対

象経費の

３分の１

以内。た

だし、増

頭タイプ

の場合に

あっては

１頭当た

り 1 0 万

円、 維

持 タ イ

プの場合

にあって

は１頭当

たり５万

円、幸男

等増頭タ

略 １ 家畜導

入事業

費補助

金

優良な

肉用牛

の増殖

を促進

する。

次に掲げる肉用

牛の導入に要す

る経費

⑴�　肉用繁殖雌

牛群の整備及

び増殖に意欲

を有する者に

対し、農業協

同組合等が肉

用優良繁殖雌

牛の購入等を

行い、対象農

家へ貸し付け

る事業

⑴�　補助対

象経費の

３分の１

以内。た

だし、増

頭タイプ

の場合に

あっては

１頭当た

り 1 0 万

円、 維

持 タ イ

プの場合

にあって

は１頭当

たり５万

円、金太

郎３等増

略
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⑵及び⑶　略

　�イプの場

合にあっ

ては１頭

当たり11

万円、幸

男統等維

持タイプ

の場合に

あっては

１頭当た

り６万円

を上限と

する。

⑵�及び⑶　

略

⑵及び⑶　略

　�頭タイプ

の場合に

あっては

１頭当た

り 1 1 万

円、金太

郎３等維

持タイプ

の場合に

あっては

１頭当た

り６万円

を上限と

す る。

ゲノミッ

ク 評 価

増頭タイ

プの場合

にあって

は１頭当

たり11万

円、ゲノ

ミック評

価維持タ

イプの場

合にあっ

ては１頭

当 た り

６万円を

上限とす

る。

⑵�及び⑶　

略

２～19　略 ２～19　略

20 長崎県

食肉セ

ンター

施設整

備事業

費補助

金

県食肉

流通合

理化計

画に定

める食

肉セン

ターの

整備目

標に基

づき実

施する

食肉セ

ンター

施設整

備事業

を支援

する。

平成25年度及び

平成26年度に実

施の次に掲げる

事業（⑴にあっ

ては当該事業の

補助）に充当し

た「市町村の合

併の特例に関す

る法律（昭和40

年法律第６号）

第11条 の ２ に

規定する地方債

（ 以 下「 合 併

特例債」とい

う。）に係る平

成26年度以降の

元利償還額から

当該年度の地方

交付税交付金算

入額を控除した

合併特例債

に係る元利

償還額及び

合併特例債

充当後の市

負担額の10

分の10以内
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後の金額（以下

「元利償還額」

という。）及び

合併特例債充当

後の市負担額。

ただし、元利償

還額の算定の基

礎となる合併特

例債起債対象事

業費は、１億円

を限度とし、合

併特例債充当後

の市負担額は、

合併特例債借入

時の負担額総額

500万円を限度

とする。

⑴�　島原半島地

域 食 肉 セ ン

ター施設整備

⑵�　五島食肉セ

ンター施設整

備

⑴�　雲

仙市

⑵�　五

島市

20～26　略 21～27　略

28 肉用牛

経営開

始円滑

化支援

事業費

補助金

生産者

団体等

が実施

する預

託体制

整備の

取組を

支援す

ること

で、新

規就農

者の確

保・定

着を図

る。

牛舎整備に取り

組む新規就農者

の導入牛を一時

的に預託するた

めの体制整備に

必要な経費

２分の１以

内

農業協

同組合

等

27　略 29　略

28 ながさ

き養豚

振興計

画推進

事業費

補助金

省力化

整備及

び畜産

環境対

策の取

組を支

援し、

持続可

能な養

豚経営

を確立

するこ

とで、

肉豚出

次の事業に要す

る経費

１�　高能力種豚

導入支援

１�　３分の

１以内。

ただし、

原種豚１

頭当たり

10万円以

内、種豚

１頭あた

り2.6万

円以内

１�　長

崎県

養豚

協会

、農

業協

同組

合及

び畜

産ク

ラス

ター

30 チャレ

ンジ第

３期な

がさき

養豚振

興計画

推進事

業費補

助金

生産方

式改善

及び臭

気軽減

対策の

取組を

支援し

、持続

可能な

養豚経

営を確

立する

ことで

、肉豚

次の事業に要す

る経費

１�　高能力母豚

導入支援

１�　３分の

１以内。

ただし、

原種豚１

頭当たり

10万円以

内、種豚

１頭あた

り2.6万

円以内

長崎県

養豚協

会、農

業協同

組合及

び畜産

クラス

ター協

議会
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荷頭数

の拡大

を図る

。

２�　飼養環境等

整備支援

　⑴�　省力化等

支援

　　�　飼養環境

の改善のた

め、省力化

機器等の整

備に必要な

経費

　⑵�　畜産環境

対策支援

　　�　家畜排せ

つ物処理施

設の補回修

統に必要な

経費

２�の⑴　２

分の１以

内。ただ

し、１事

業主体当

たり50万

円以内

２�の⑵　２

分の１以

内。ただ

し、１事

業主体当

たり50万

円以内

　�協議

会

２�　市

町

出荷頭

数の拡

大を図

る。

２�　生産方式等

改善支援

　⑴�　生産方式

改善支援

　　�　計画的休

日取得が可

能な作業集

約型生産方

式 やICT機

器の導入の

ための補改

修に必要な

経費

　⑵�　臭気低減

対策

　　�　臭気軽減

対策（遮へ

い壁、散水

ノズル及び

排水溝のふ

たの設置、

樹木の植栽

等）に必要

な経費

２�の⑴　３

分の１以

内。ただ

し、１事

業主体当

た り150

万円以内

２�の⑵　２

分の１以

内。ただ

し、１事

業主体当

たり50万

円以内

29　略 31　略

32 酪農経

営緊急

支援事

業費補

助金

飼料価

格高騰

等によ

り経営

が圧迫

されて

いる酪

農家に

対して

、経営

収支の

悪化に

伴う廃

業に歯

止めを

かける

ため、

購入粗

飼料費

上昇分

の一部

を緊急

的に支

援し、

酪農経

営の安

定を図

購入粗飼料費上

昇分の一部を支

援

１頭当たり

２万円

酪農業

協同組

合等
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る。

30～32　略 33～35　略

33 ながさ

き酪農

生産性

向上支

援事業

費補助

金

持続的

な酪農

経営の

確立を

図るた

め、ゲ

ノミッ

ク評価

の実施

や育成

預託施

設への

預託の

取組を

支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　乳用雌牛の

ゲノミック評

価推進事業

⑵�　育成預託施

設への預託事

業

⑶�　全日本ホル

スタイン共進

会支援事業

　ア�　出品に対

する県負担

金

　イ�　出品に係

る経費

⑴�　１頭当

たり１万

1,000円

⑵�　２分の

１以内。

ただし、

１頭当た

り５万円

以内

⑶

　ア�　１頭

当たり

５万円

　イ�　３分

の１以

内。た

だし、

70万円

を限度

とする

。

⑴及び

⑵�　長

崎県

酪農

業協

同組

合連

合会

、畜

産ク

ラス

ター

協議

会

⑶�　長

崎県

酪農

業協

同組

合連

合会

36 ながさ

き酪農

生産性

向上支

援事業

費補助

金

持続的

な酪農

経営の

確立を

図るた

め、ゲ

ノミッ

ク評価

の実施

や育成

預託施

設への

預託の

取組を

支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　乳用雌牛の

ゲノミック評

価推進事業

⑵�　育成預託施

設への預託事

業

⑴�　１頭当

たり１万

1,000円

⑵�　２分の

１以内。

ただし、

１頭当た

り５万円

以内

長崎県

酪農業

協同組

合連合

会、畜

産クラ

スター

協議会

　11　林政課関係 　11　林政課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～９　略 １～９　略

10 長崎県

緑の青

年就業

準備給

付金

林業へ

の就業

に向け

研修機

関等で

知識の

習得等

を行い

、将来

的には

林業経

営をも

担いう

る有望

な人材

として

期待さ

れる青

年に対

し、緑

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　給付金事業

　�　林業就業に

向けて、長崎

県林業労働力

確保支援セン

ター及び林業

認定事業体に

おいて研修を

受ける者に対

して給付金を

支給する事業

⑵　推進事業

　�　長崎県林業

労働力支援セ

ンターが実施

する給付金の

給付等に係る

推進事務を行

予算の範囲

内で知事が

別に定める

額

林業労

働力の

確保の

促進に

関する

法律第

11条第

１項の

規定に

より指

定され

た長崎

県林業

労働力

確保支

援セン

ター
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の青年

準備給

付金を

交付す

ること

により

、林業

就業希

望者の

裾野拡

大を図

る。

　�う事業

10及び11　略 11及び12　略

13 五島ツ

バキ活

性化対

策事業

費補助

金

五島地

域にお

けるツ

バキ油

の生産

振興及

びツバ

キ資源

の有効

活用を

図る。

次に掲げる事業

に要する経費及

び補助対象者が

当該経費を補助

する場合の当該

補助に要する経

費

⑴�　協議会の運

営

⑵�　効率的なツ

バキ実の収穫

に向けた取組

⑶�　五島ツバキ

のPRに要する

経費

予算の範囲

内で知事が

別に定める

基 準 に よ

る。

地域協

議会

12　略 14　略

13 長崎県

森林環

境譲与

税事業

費補助

金

森林環

境譲与

税等を

活用し

て実施

する間

伐や人

材育成

・担い

手の確

保、木

材利用

の促進

や普及

啓発等

の森林

整備及

びその

促進を

図る。

もりびとの魅力

きらめきアップ

支援事業補助対

象者が実施する

次に掲げる事業

に要する経費。

た だ し、 補 助

対象経費の基準

は、知事が別に

定める。

⑴�　将来ビジョ

ン実行

⑵　生産対策

⑶　担い手対策

⑷�　高性能林業

機械リース

略 15 長崎県

森林環

境譲与

税事業

費補助

金

森林環

境譲与

税等を

活用し

て実施

する間

伐や人

材育成

・担い

手の確

保、木

材利用

の促進

や普及

啓発等

の森林

整備及

びその

促進の

ための

取り組

みを支

援する

。

魅力の林業つく

り隊育成事業補

助対象者が実施

する次に掲げる

事業に要する経

費。ただし、補

助対象経費の基

準は、知事が別

に定める。

⑴�　将来ビジョ

ン作成

⑵�　独自の研修

開催

⑶�　事業の効率

化

⑷　課題解決

⑸�　高性能林業

機械リース

⑹�　上記事業の

バックアップ

略

14　略 16　略
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15 長崎ス

マート

林業推

進事業

費補助

金

IC T等

を活用

し資源

管理及

び生産

管理を

行う取

組を支

援する

。

次に揚げる経費

⑴�　林業生産性

向上を図るた

めの日報管理

等生産管理を

デジタル管理

できるシステ

ムの構築に要

する経費

⑵�　林業生産管

理システム等

の普及に要す

る経費

略 17 長崎ス

マート

林業推

進事業

費補助

金

IC T等

を活用

し資源

管理及

び生産

管理を

行う取

組を支

援する

。

林業生産性向上

を図るための日

報管理等生産管

理をデジタル管

理できるシステ

ムの構築に要す

る経費

略

16 森林整

備地域

活動支

援交付

金

森林の

有する

多面的

機能が

十分に

発揮さ

れるよ

う、森

林経営

計画に

よる計

画的か

つ適切

な森林

整備の

推進を

図るた

め「森

林経営

計画作

成促進

」及び

森林施

業の集

約化の

地域に

おける

活動を

確保す

るため

の交付

金を、

地域活

動の実

施協定

を締結

した森

林所有

者等に

交付す

る市町

に対し

次に掲げる経費

⑴�　地域活動に

対する支援

　ア�　森林経営

計画作成促

進

　　�　 市 町 長

が、森林経

営計画の対

象とされて

いない森林

において行

う森林経営

計画の作成

促進活動に

要する経費

及び市町長

が林業事業

体等との協

定 に 基 づ

き、森林経

営計画の対

象とされて

いない森林

において行

われる森林

経営計画の

作成促進活

動に対して

交付する森

林整備地域

活動支援交

付金に要す

る経費

　イ�　森林境界

の明確化に

対する支援

　　�　市町長が

行う、森林

境界を明確

化する活動

に要する経

⑴�　積算基

礎森林面

積１ヘク

タール当

たりの下

記交付単

価を上限

とする実

行経費に

基づく定

額

　ア

　　ア�　経

営委

託２

　　　�万8,

　　　�500

　　　円

　　イ�　共

同計

画等

6,00

　　　0円

　　ウ�　間

伐促

進２

　　　万2,

　　　�500

　　　円

　　エ�　不

在村

森林

所有

者加

算（

ア、

イ及

びウ

　　　�への

加算

）１

市町
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て交付

する。

　　�費及び市町

長が、林業

事業体等と

の協定に基

づき、森林

境界を明確

化する活動

に対して交

付する森林

整備地域活

動支援交付

金に要する

経費

　ウ�　森林所有

者の探索

　　�　市町長が

行う、森林

所有者を探

索する活動

に要する経

費及び市町

長が、林業

事業体等と

の協定に基

づき、森林

所有者を探

索する活動

に対して交

付する森林

整備地域活

動支援交付

金に要する

経費

　エ�　森林経営

計画作成及

び森林境界

の明確化に

向けた条件

の整備

　　�　市町長が

ア及びイに

関し行う、

森林経営計

画作成及び

森林境界の

明確化に向

けた条件の

整備として

行う、対象

森林内に存

する作業路

網及び対象

森林に到達

するまでの

作業路網の

　　　万50

　　　0円

　イ

　　ア��　森

林境

界の

測量

に対

する

支援

３万

3,75

　　　0円

　　イ��　精

度向

上加

算（

アへ

の加

算）

7,50

　　　0円

　　ウ��　リ

モセ

ン加

算（

アへ

の加

算）

１万

2,75

　　　0円

　　エ��　不

在村

森林

所有

者加

算（

アへ

の加

算）

9,75

　　　0円

　　オ��　森

林境

界案

の作

成３

　　　万円

　ウ�　3,75

　　0円

　エ�　３万

円
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　　�改良活動に

要する経費

及び市町長

がア及びイ

に関し、林

業事業体等

との協定に

基づき、森

林経営計画

作成及び森

林境界の明

確化に向け

た条件の整

備として、

対象森林内

に存する作

業路網及び

対象森林に

到達するま

での作業路

網の改良活

動に対して

交付する森

林整備地域

活動支援交

付金に要す

る経費

⑵　推進事務

　�　⑴の事業の

実施に必要な

地域説明会の

開催等の推進

事務、対象行

為の確認事務

及び交付金の

交付事務に要

する経費

⑵�　10分の

10以内

17 ながさ

木ウッ

ドチェ

ンジ事

業補助

金

県産材

の需要

拡大の

ため、

非住宅

建築物

の木造

・木質

化を推

進する

取組を

支援す

る。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　新築する非

住宅建築物の

木造・木質化

に係る県産木

材の購入

⑵�　非住宅建築

物の木質化に

係る県産木材

の購入

予算の範囲

内で知事が

別に定める

基 準 に よ

る。

知事が

別に定

める要

件を満

たす事

業者

　12　森林整備室関係 　12　森林整備室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費

補助率

又は額

補　助

対象者

１　略 １　略
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２ 造林事

業補助

金

森林の

造成を

計画的

及び効

果的に

推進し

、森林

の多面

的機能

の発揮

及び山

村の健

全な発

展に資

する。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴　略

⑵�　特定機能回

復事業

　�　事業主体が

森林所有者等

との協定に基

づき実施する

森林造成、気

象上の原因に

より被害を受

けた森林を復

旧させるため

の造林や重要

インフラ施設

への倒木被害

の未然防止に

つながる森林

整備等及び松

くい虫による

被害を防止す

るための周辺

松林の樹種転

換等

⑶　略

10分の４。

ただし、⑴

のうち森林

所有者等に

よる整備が

進みがたい

森林等にお

ける分収方

式による森

林施業及び

これらに必

要な路網の

整備並びに

⑵のうち地

方 公 共 団

体、森林整

備法人が行

う事業につ

いては10分

の５、⑴の

うち森林環

境保全直接

支 援 事 業

（環境）及

び⑵のうち

森林緊急造

成事業（環

境）につい

ては10分の

10以内、⑵

のうち保全

松林緊急保

護整備事業

の場合は10

分の７とす

る。

略 ２ 造林事

業補助

金

森林の

造成を

計画的

及び効

果的に

推進し

、森林

の多面

的機能

の発揮

及び山

村の健

全な発

展に資

する。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴　略

⑵�　特定森林再

生事業

　�　事業主体が

森林所有者等

との協定に基

づいて行う除

伐及び森林の

基本的な機能

の回復を図る

ための被害森

林の復旧や無

立木地の造林

⑶　略

10分の４。

ただし、⑴

のうち森林

所有者等に

よる整備が

進みがたい

森林等にお

ける分収方

式による森

林施業、同

方式解除後

の森林施業

又は市町の

あっせんに

よる森林施

業及びこれ

らに必要な

路網の整備

並びに⑵の

うち地方公

共団体、森

林整備法人

が 行 う 事

業について

は10分 の

５、⑴のう

ち森林環境

保全直接支

援事業（環

境）及び⑵

のうち森林

緊急造成事

業（環境）

については

10分の10以

内、⑵のう

ち保全松林

緊急保護整

備事業の場

合は10分の

７とする。

略

３～５　略 ３～５　略

６ 森林整

備地域

活動支

援交付

金

森林の

有する

多面的

機能が

十分に

発揮さ

れるよ

う、森

林経営

計画に

よる計

画的か

次に掲げる経費

⑴�　地域活動に

対する支援

　ア�　森林経営

計画作成促

進

　　�　 市 町 長

が、森林経

営計画の対

象とされて

いない森林

において行

⑴�　積算基

礎森林面

積１ヘク

タール当

たりの下

記交付単

価を上限

とする実

行経費に

基づく定

額

市町
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つ適切

な森林

整備の

推進を

図るた

め「森

林経営

計画作

成促進

」及び

森林施

業の集

約化の

地域に

おける

活動を

確保す

るため

の交付

金を、

地域活

動の実

施協定

を締結

した森

林所有

者等に

交付す

る市町

に対し

て交付

する。

　　�う森林経営

計 画 の 作

成促進活動

に要する経

費及び市町

長が林業事

業体等との

協定に基づ

き、森林経

営計画の対

象とされて

いない森林

において行

われる森林

経営計画の

作成促進活

動に対して

交付する森

林整備地域

活動支援交

付金に要す

る経費

　イ�　森林境界

の明確化に

対する支援

　　�　市町長が

行う、森林

境界を明確

化する活動

に要する経

費及び市町

長が、林業

事業体等と

の協定に基

づき、森林

境界を明確

化する活動

に対して交

付する森林

整備地域活

動支援交付

金に要する

経費

　ウ�　森林所有

者の探索

　　�　市町長が

行う、森林

所有者を探

索する活動

に要する経

費及び市町

長が、林業

事業体等と

の協定に基

づき、森林

　ア

　　ア�　経

営委

　　　託２

　　　万8,

　　　500

　　　円

　　イ�　共

同計

画等

6,00

　　　0円

　　ウ�　間

伐促

　　　進２

　　　万2,

　　　500

　　　円

　　エ�　不

在村

　　　�森林

所有

者加

算（

　　　ア、

　　　イ及

　　　びウ

　　　�への

加算

　　　）１

　　　万50

　　　0円

　イ

　　ア�　森

林境

　　　�界の

測量

に対

する

支援

３万

3,75

　　　0円

　　イ�　精

度向

　　　上加

　　　算（

　　　アへ

　　　の加

　　　算）

　　　7,50

　　　0円

　　ウ�　リ

モセ

　　　ン加
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　　�所有者を探

索する活動

に対して交

付する森林

整備地域活

動支援交付

金に要する

経費

　エ�　森林経営

計画作成及

び森林境界

の明確化に

向けた条件

の整備

　　�　市町長が

ア及びイに

関し行う、

森林経営計

画作成及び

森林境界の

明確化に向

けた条件の

整備として

行う、対象

森林内に存

する作業路

網及び対象

森林に到達

するまでの

作業路網の

改良活動に

要する経費

及び市町長

がア及びイ

に関し、林

業事業体等

との協定に

基づき、森

林経営計画

作成及び森

林境界の明

確化に向け

た条件の整

備として、

対象森林内

に存する作

業路網及び

対象森林に

到達するま

での作業路

網の改良活

動に対して

交付する森

林整備地域

活動支援交

　　　算（

　　　アへ

　　　の加

　　　算）

　　　１万

　　　2,75

　　　0円

　　エ�　不

在村

　　　森林

　　　所有

　　　者加

　　　算（

　　　アへ

　　　の加

　　　算）

　　　9,75

　　　0円

　　オ�　森

林境

　　　界案

　　　の作

　　　成３

　　　万円

　ウ�　3,75

　　0円

　エ�　３万

円
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　　�付金に要す

る経費

⑵　推進事務

　�　⑴の事業の

実施に必要な

地域説明会の

開催等の推進

事務、対象行

為の確認事務

及び交付金の

交付事務に要

する経費

⑵�　10分の

10以内

13�　農政課、農業イノベーション推進室、農山村振興課、農

業経営課、農産園芸課、農産加工流通課、畜産課、農村整

備課、林政課及び森林整備室関係

13�　農政課、農業イノベーション推進室、農山村振興課、農

業経営課、農産園芸課、農産加工流通課、畜産課、農村整

備課、林政課及び森林整備室関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１ ながさ

き農林

業・農

山村構

造改善

加速化

事業補

助金

「次代

につな

げる活

力ある

農林業

産地の

振興」

、「 多

様な住

民の活

躍によ

る農山

村集落

の維持

・活性

化」に

必要な

施設機

械の導

入を支

援する

ことに

より、

「第３

期なが

さき農

林業・

農山村

活性化

計画」

の推進

を図る

。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　次代につな

ぐ産地生産基

盤応援事業

　ア及びイ　略

　ウ�　次代につ

なぐ産地づ

くり応援型

　　�　産地の担

い手に対し

てリース事

業を行うた

めの簡易ハ

ウス等の園

芸用ハウス

整備を支援

する。

　エ�　後継者応

援型

　　�　後継者の

経営力向上

又は後継者

自らが農業

経営に参画

する経営体

の発展、円

滑な経営継

承を図るた

めに必要な

施設等の整

備を支援す

る。

　オ�　認定新規

就農者応援

型

⑴

ア�及びイ　

略

ウ�　８分の

１以内

エ�　５分の

２以内又

は３分の

１以内

オ�　２分の

１以内又

は３分の

略 １ ながさ

き農林

業・農

山村構

造改善

加速化

事業補

助金

「次代

につな

げる活

力ある

農林業

産地の

振興」

、「 多

様な住

民の活

躍によ

る農山

村集落

の維持

・活性

化」に

必要な

施設機

械の導

入を支

援する

ことに

より、

「第３

期なが

さき農

林業・

農山村

活性化

計画」

の推進

を図る

。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　次代につな

ぐ産地生産基

盤応援事業

　ア及びイ　略

　ウ�　後継者応

援型

　　�　後継者の

経営力向上

又は後継者

自らが農業

経営に参画

する経営体

の発展、円

滑な経営継

承を図るた

めに必要な

施設等の整

備を支援す

る。

　エ�　認定新規

就農者応援

型

⑴

ア�及びイ　

略

ウ�　５分の

２以内又

は３分の

１以内

エ�　２分の

１以内又

は３分の

略
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　　�　受入団体

等 登 録 制

度を活用し

て就農する

認定新規就

農者の確実

な営農開始

及び経営発

展に必要な

施設等の整

備を支援す

る。

　カ�　移住・定

住促進応援

型

　　�　次代につ

なげる活力

ある農林業

の振興又は

多様な住民

の活躍によ

る農山村集

落の維持・

活性化のた

め に、UI

ターン新規

就農者に対

して、園芸

ハ ウ ス の

リース事業

を行うため

の園芸ハウ

スの整備を

支援する。

⑵�　農業で稼ぐ

農山村応援事

業

　�　集落営農法

人 の 規 模 拡

大又は地域住

民による合意

形成等を通じ

て、地域特産

物の育成又は

産品作り等の

農 山 村 の コ

ミュニティー

ビジネス等に

より、農山村

の維持・活性

化の取組に必

要な施設等の

整備を支援す

る。

　ア及びイ　略

　１以内

カ�　８分の

１以内

⑵

ア�及びイ　

　　�　受入団体

等 登 録 制

度を活用し

て就農する

認定新規就

農者の確実

な営農開始

及び経営発

展に必要な

施設等の整

備を支援す

る。

　オ�　担い手に

引き継がれ

る産地づく

り応援型

　　�　産地の担

い手に対し

てリース事

業を行うた

めの簡易ハ

ウス等の園

芸用ハウス

整備を支援

する。

⑵�　農業で稼ぐ

農山村応援事

業

　�　集落営農法

人 の 規 模 拡

大又は地域住

民による合意

形成等を通じ

て、地域特産

物の育成又は

産品作り等の

農 山 村 の コ

ミュニティー

ビジネス等に

より、農山村

の維持・活性

化の取組に必

要な施設等の

整備を支援す

る。

　ア及びイ　略

　１以内

オ�　８分の

１以内

⑵

ア�及びイ　
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⑶　略

　略

⑶　略

　ウ�　移住・定

住促進応援

型

　　�　次代につ

なげる活力

ある農林業

の振興又は

多様な住民

の活躍によ

る農山村集

落の維持・

活性化のた

め に、UI

ターン新規

就農者に対

して、園芸

ハ ウ ス の

リース事業

を行うため

の園芸ハウ

スの整備を

支援する。

⑶　略

　略

ウ�　８分の

１以内

⑶　略

２～５　略 ２～５　略

６ 合板・

製材生

産性強

化対策

事業補

助金

合板・

製材・

集成材

等の木

材製品

の競争

力を高

めるこ

とに加

えて、

豊富な

資源量

を有す

る森林

資源を

活用し

、建築

用木材

等の供

給力強

化を図

ること

による

海外情

勢の影

響を受

けにく

い需給

構造の

次に掲げる事業

に要する経費。

ただし、補助対

象経費の基準

は、知事が別に

定める。

１及び２　略

３�　花粉の少な

い苗木の生産

拡大地方公共

団体事業（花

粉の少ない苗

木 の 生 産 拡

大）

　⑴　略

略 ６ 合板・

製材生

産性強

化対策

事業補

助金

合板・

製材・

集成材

等の木

材製品

の競争

力を高

めるこ

とに加

えて、

豊富な

資源量

を有す

る森林

資源を

活用し

、建築

用木材

等の供

給力強

化を図

ること

による

海外情

勢の影

響を受

けにく

い需給

構造の

次に掲げる事業

に要する経費。

ただし、補助対

象経費の基準

は、知事が別に

定める。

１及び２　略

３�　林業・木材

産業国際競争

力強化総合対

策等地方公共

団体事業（花

粉の少ない苗

木 の 生 産 拡

大）

　⑴　略

略
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構築を

図る取

組を支

援する

。

構築を

図る取

組を支

援する

。

７　略 ７　略

８ 長崎県

みどり

の食料

システ

ム戦略

推進交

付金

みどり

の食料

システ

ム戦略

の実現

に向け

た取組

を支援

する。

次に掲げる取組

に要する経費

⑴�　環境負荷低

減活動定着サ

ポート

⑵�　有機農業拠

点創出・拡大

加速化事業

⑶�　有機転換推

進事業

⑷�　グリーンな

栽培体系加速

化事業

⑸�　SDGs対応型

施設園芸確立

⑹�　みどりの事

業活動を支え

る体制整備

⑺�　地域循環型

エネルギーシ

ステム構築

略 ８ 長崎県

みどり

の食料

システ

ム戦略

推進交

付金

みどり

の食料

システ

ム戦略

の実現

に向け

た取組

を支援

する。

次に掲げる取組

に要する経費

⑴�　推進体制整

備

⑵�　有機農業産

地づくり推進

⑶�　グリーンな

栽培体系への

転換サポート

⑷�　SDGs対応型

施設園芸確立

⑸�　地域循環型

エネルギーシ

ステム構築

⑹�　有機転換推

進事業

略

　備考�　別表の13に掲げる補助金等については、次に掲げる

項の区分に応じ、それぞれ定める課が所管する。

　　⑴　１の補助金等　農政課及び農村整備課

　　⑵�　２の補助金等　農政課、農山村振興課、農業経営

課、農産園芸課、農産加工流通課、畜産課及び林政課

　　⑶　３の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑷　４の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑸�　５の補助金等　農業イノベーション推進室、農山村

振興課及び畜産課

　　⑹　６の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑺　７の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑻�　８の補助金等　農政課、農業イノベーション推進

室、農産園芸課及び林政課

　15　農産加工流通課並びに水産加工流通課（水産部）共通

　備考�　別表の13に掲げる補助金等については、次に掲げる

項の区分に応じ、それぞれ定める課が所管する。

　　⑴　１の補助金等　農政課及び農村整備課

　　⑵�　２の補助金等　農政課、農山村振興課、農業経営

課、農産園芸課、農産加工流通課、畜産課及び林政課

　　⑶　３の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑷　４の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑸�　５の補助金等　農業イノベーション推進室、農山村

振興課及び畜産課

　　⑹　６の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑺　７の補助金等　林政課及び森林整備室

　　⑻�　８の補助金等　農政課、農業イノベーション推進室

及び林政課関係

　15　農産加工流通課並びに水産加工流通課（水産部）共通

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等

補助率

又は額

補　助

対象者

１ 長崎県

輸出向

けHACC

P等 対

応施設

整備緊

急対策

事業交

付金

海外ニ

ーズに

対応し

た輸出

への取

組を緊

急的・

集中的

に支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

ア�　施設等整備

事業費

イ�　効果促進事

業費

ウ　附帯事務費

ア及びイ

　⑴�　２分

の１以

内。（

　　�輸出向

けHACC

　　�P等 の

認定・

認証を

取得す

る場合

市町
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　　）

　⑵�　10分

の３以

内 。（

上記⑴

以外の

取組の

場合）

　�ただし、

イの事業

費は、ア

の事業費

の20パー

セント以

内 と す

る。

ウ　定額

１及び２　略 ２及び３　略

３ 長崎県

輸出向

けHACC

P等 対

応施設

整備事

業補助

金

輸出先

国のニ

ーズや

規制に

対応す

るため

に必要

な施設

や機器

の整備

及び施

設等の

整備を

一体的

に行い

、その

効果を

高める

ために

必要な

コンサ

ルティ

ング等

に要す

る経費

を支援

する。

次に掲げる事業

に要する経費

⑴�　施設等整備

事業

⑵�　効果促進事

業

⑶　附帯事務費

⑴�及び⑵　

補助対象

経費の２

分の１以

内。

　�ただし、

⑵の事業

費は、⑴

の事業費

の20パー

セント以

内 と す

る。

⑶　定額

市町

長崎県告示第272号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　
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道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道

野母崎宿線

長崎市宮摺町909番１地先から

長崎市宮摺町980番１地先まで
令和７年５月２日

長崎県告示第273号

　地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされる同令第１条の規定による改正前の地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１

項の規定により、次のとおり歳入の収納の事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　委託年月日

　　令和７年４月１日

２　受託者の住所及び氏名

　　熊本県熊本市南区江越１丁目14番10号

　　株式会社パブリックビジネスジャパン　代表取締役　萩原　宣

３　委託事務

　　パンフレット「壱岐・原の辻遺跡」販売に係る収入金の収納事務

４　委託期間

　　令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、島原深江土地改良区から次のとおり役員の

就退任の届出があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

池　田　成　明 南島原市深江町戊3456番地第２地 - -

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

吉　田　修　三 島原市城内３丁目1239番地 坪　田　兼　通 島原市西町丙1083番地

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、桃山田土地改良区から次のとおり役員の就

退任の届出があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

　　　　公　　　　　告
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氏　名 住　所 氏　名 住　所

町　田　一　久 雲仙市千々石町丙879番地 町　田　一　久 雲仙市千々石町丙879番地

浜　﨑　　　学 雲仙市千々石町丙1212番地 浜　﨑　　　学 雲仙市千々石町丙1212番地

林　田　　　剛 雲仙市千々石町丙2443番地 林　田　　　剛 雲仙市千々石町丙2443番地

町　田　浩　徳 雲仙市千々石町丙1116番地１ 町　田　浩　徳 雲仙市千々石町丙1116番地１

濱　﨑　　　剛 雲仙市千々石町丙1245番地 濱　﨑　誠　治 雲仙市千々石町丙1215番地

平　野　和　彦 雲仙市千々石町丙864番地 平　野　和　彦 雲仙市千々石町丙864番地

平　野　和　孝 雲仙市千々石町丁168番地 平　野　和　孝 雲仙市千々石町丁168番地

末　岡　治　夫 雲仙市千々石町丙1284番地 末　岡　治　夫 雲仙市千々石町丙1284番地

平　野　昭　太 雲仙市千々石町丙1203番地 上　田　康　志 雲仙市千々石町丙1220番地

荒　木　良　平 雲仙市千々石町丙2040番地１ 荒　木　良　平 雲仙市千々石町丙2040番地１

木　戸　澄　夫 雲仙市千々石町丙1578番地 木　戸　澄　夫 雲仙市千々石町丙1578番地

矢　﨑　雄　一 雲仙市千々石町丙2328番地 小　川　　　隆 雲仙市千々石町丙2349番地

荒　木　大　作 雲仙市千々石町丙2801番地 荒　木　大　作 雲仙市千々石町丙2474番地

林　田　謙　太 雲仙市千々石町丁11番地５ 林　田　謙　太 雲仙市千々石町丁11番地５

前　岸　良　彦 雲仙市愛野町乙3309番地２ 田　尻　　　誠 雲仙市愛野町乙4043番地

山　中　眞寿美 雲仙市千々石町丙2772番地 山　中　眞寿美 雲仙市千々石町丙2772番地

荒　木　由紀子 雲仙市千々石町丙2037番地 荒　木　由紀子 雲仙市千々石町丙2037番地

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

佐　藤　義　隆 雲仙市千々石町甲160番地 佐　藤　義　隆 雲仙市千々石町甲160番地

田　中　一　喜 雲仙市千々石町丁379番地 田　中　一　喜 雲仙市千々石町丁379番地

田　中　和　顕 雲仙市千々石町甲601番地 田　中　和　顕 雲仙市千々石町甲601番地

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、八斗木土地改良区から次のとおり役員の就

退任の届出があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

山　本　正　司 雲仙市国見町土黒庚1463番地 酒　井　和　人 雲仙市国見町土黒庚1486番地
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　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、飯盛開土地改良区から次のとおり役員の就

退任の届出があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

古　野　信　之 諫早市飯盛町上原310番地 古　野　信　之 諫早市飯盛町上原310番地

馬　場　保　幸 諫早市飯盛町開1699番地 馬　場　保　幸 諫早市飯盛町開1699番地

林　　　勝　幸 諫早市飯盛町後田1750番地 林　　　勝　幸 諫早市飯盛町後田1750番地

後　田　繁　春 諫早市飯盛町後田19番地90 後　田　繁　春 諫早市飯盛町後田19番地90

松　村　紳　二 諫早市飯盛町久保354番地 本　田　哲　男 諫早市飯盛町佐田３番地13

上　原　貴　志 諫早市飯盛町上原280番地１ 上　原　貴　志 諫早市飯盛町上原280番地２

囲　　　憲一朗 諫早市飯盛町中山603番地 囲　　　正　之 諫早市飯盛町中山604番地

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

冨　永　政　則 諫早市飯盛町後田1883番地 冨　永　政　則 諫早市飯盛町後田1883番地

高比良　智　則 諫早市飯盛町後田2895番地22 高比良　智　則 諫早市飯盛町後田2895番地22

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、柳新田土地改良区から次のとおり役員の就

退任の届出があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

池　田　幸　一 諫早市小長井町遠竹2211-２ 音　山　光　樹 諫早市小長井町井崎290-１

音　山　光　樹 諫早市小長井町井崎290-１ 土　井　康　敬 諫早市小長井町遠竹2322-28

土　井　康　敬 諫早市小長井町遠竹2322-28 中　村　國　年 諫早市小長井町遠竹707

中　村　國　年 諫早市小長井町遠竹707 中　村　隆　臣 諫早市小長井町井崎2257

中　村　隆　臣 諫早市小長井町井崎2257 中　村　正　幸 諫早市小長井町井崎2275

中　村　正　幸 諫早市小長井町井崎2275 中　村　泰　則 諫早市小長井町井崎2374

中　村　泰　則 諫早市小長井町井崎2374 馬　場　正　邦 諫早市小長井町井崎575
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馬　場　正　邦 諫早市小長井町井崎575 福　田　英　樹 諫早市小長井町遠竹1387-６

福　田　英　樹 諫早市小長井町遠竹1387-６ 渡　部　博　之 諫早市小長井町遠竹2018

渡　部　博　之 諫早市小長井町遠竹2018

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

土　井　信　幸 諫早市小長井町遠竹556-２ 土　井　信　幸 諫早市小長井町遠竹556-２

中　村　春　幸 諫早市小長井町井崎2357 中　村　春　幸 諫早市小長井町井崎2357

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、長崎県県北

振興局長から公共測量（基準点測量）を次のとおり実施する旨の通知があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　間

北松浦郡佐々町（一部）
令和７年８月１日から

令和７年10月31日まで

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、佐々町長職

務代理者から公共測量（MMSによる画像データ・レーザ点群データ計測）を次のとおり終了した旨の通知があっ

た。

　　令和７年５月２日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

佐々町内の一部（松瀬免、市瀬免、志方免、本田原免、羽須和免、市場免、木場免、

迎木場免、口石免、小浦免）
令和７年３月28日

長崎県選挙管理委員会告示第18号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等

演説会を開催できる施設として、長崎市選挙管理委員会から次のとおり指定した旨報告があった。

　　令和７年５月２日

� 長崎県選挙管理委員会　

� 委員長　渡邊　敏則　

施　設　の　名　称 所　　　在　　　地 指定年月日

　　　　選挙管理委員会告示
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長崎市福田地区ふれあいセンター研修室 長崎市福田本町10番地 令和７年４月１日

長崎県選挙管理委員会告示第19号

　令和４年２月20日執行の長崎県知事選挙における選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、候

補者大石賢吾の出納責任者から訂正の報告があったので、公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨（令

和４年５月10日長崎県選挙管理委員会告示第23号）の一部を次のとおり訂正する。

　　令和７年５月２日

� 長崎県選挙管理委員会　

� 委員長　渡邊　敏則　

１　選挙の種類　　　令和４年２月20日執行　長崎県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

� 　31,996,700円　

３　報告書の要旨

「

候 補 者 氏 名 大　石　賢　吾 所属党派 無所属
期　間

令和４年１月５日から

令和４年３月７日まで
第１回分

出納責任者氏名 太　田　伸　二

収　入� 円

　主たる寄附

　その他の寄附� 0　

　その他の収入� 20,000,000　�

支　出� 円

　人　件　費� 2,055,000　

　家　屋　費

　　選挙事務所費� 2,607,247　

　　集合会場費等� 4,190　

　通　信　費� 4,070,654　

　交　通　費� 544,964　

　印　刷　費� 2,657,780　

　広　告　費� 5,259,829　

　文　具　費� 92,568　

　食　糧　費� 318,793　

　休　泊　費� 325,890　

　雑　　　費� 180,449　

今　回　計� 20,000,000　

前　回　計� 0　

総　　　計� 20,000,000　

今　回　計� 18,117,364　

前　回　計� 0　

総　　　計� 18,117,364　

支出のうち公

費負担相当額

項　　　目 金　　　額

ビラの作成 852,600円

ポスターの作成 1,320,000円

計 2,172,600円

報告書受理年月日 　令和４年３月７日 第　１　回　報　告　分
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候 補 者 氏 名 大　石　賢　吾 所属党派 無所属
期　間

令和４年３月７日から

令和４年３月30日まで
第２回分

出納責任者氏名 太　田　伸　二

収　入� 円

　主たる寄附� 0　

　その他の寄附� 0　

　その他の収入� 0　

支　出� 円

　人　件　費� 0　

　家　屋　費

　　選挙事務所費� 0　

　　集合会場費等� 0　

　通　信　費� 92,405　

　交　通　費� 0　

　印　刷　費� 0　

　広　告　費� 0　

　文　具　費� 0　

　食　糧　費� 0　

　休　泊　費� 0　

　雑　　　費� 60,887　

今　回　計� 0　

前　回　計� 20,000,000　

総　　　計� 20,000,000　

今　回　計� 153,292　

前　回　計� 18,117,364　

総　　　計� 18,270,656　

支出のうち公

費負担相当額

項　　　目 金　　　額

ビラの作成 0円

ポスターの作成 0円

計 0円

報告書受理年月日 　令和４年３月31日 第　２　回　報　告　分

� 」

を、

「

候 補 者 氏 名 大　石　賢　吾 所属党派 無所属
期　間

令和４年１月５日から

令和４年３月７日まで
第１回分

出納責任者氏名 太　田　伸　二

収　入� 円

　主たる寄附

　その他の寄附� 0　

　その他の収入� 21,567,264　

支　出� 円

　人　件　費� 2,055,000　

　家　屋　費

　　選挙事務所費� 2,607,247　

　　集合会場費等� 4,190　

　通　信　費� 4,070,654　

　交　通　費� 544,964　

　印　刷　費� 2,657,780　

　広　告　費� 5,259,829　

　文　具　費� 92,568　

　食　糧　費� 318,793　

　休　泊　費� 325,890　

　雑　　　費� 180,449　

今　回　計� 21,567,264　

前　回　計� 0　

総　　　計� 21,567,264　

今　回　計� 18,117,364　

前　回　計� 0　

総　　　計� 18,117,364　

支出のうち公

費負担相当額

項　　　目 金　　　額

ビラの作成 852,600円

ポスターの作成 1,320,000円

計 2,172,600円

報告書受理年月日 　令和４年３月７日 第　１　回　報　告　分
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候 補 者 氏 名 大　石　賢　吾 所属党派 無所属
期　間

令和４年３月７日から

令和４年３月30日まで
第２回分

出納責任者氏名 太　田　伸　二

収　入� 円

　主たる寄附� 0　

　その他の寄附� 0　

　その他の収入� 0　

支　出� 円

　人　件　費� 0　

　家　屋　費

　　選挙事務所費� 0　

　　集合会場費等� 0　

　通　信　費� 92,405　

　交　通　費� 0　

　印　刷　費� 0　

　広　告　費� 0　

　文　具　費� 0　

　食　糧　費� 0　

　休　泊　費� 0　

　雑　　　費� 60,887　

今　回　計� 0　

前　回　計� 21,567,264　

総　　　計� 21,567,264　

今　回　計� 153,292　

前　回　計� 18,117,364　

総　　　計� 18,270,656　

支出のうち公

費負担相当額

項　　　目 金　　　額

ビラの作成 0円

ポスターの作成 0円

計 0円

報告書受理年月日 　令和４年３月31日 第　２　回　報　告　分

� 」

に改める。
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